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#10-13 

【３月２０日～３月２６日】 

〔ウクライナの報道をもとに作成〕 

平成２２年３月３０日 

在ウクライナ大使館 
 

Ａ．主な動き 

 

１．内政 

▼最高会議新議員 

・２０日、中央選挙管理委員会は、閣僚入りした地域党議員

の替わりに地域党の比例代表名簿より繰り上げとなる最高会

議議員２２名を登録。 

▼地方選挙 

・２０日、コノヴァリューク地域党議員は、「地方自治体首長選

挙の２０１０年１１月７日実施決定について」の決議案を最高

会議へ提出。 

・２１日、ザルビンスキー・ブロック「リトヴィン」議員は、地方

選挙が２０１０年の秋に実施されるはずであると発言。 

▼憲法裁判所による与党連合結成の合憲判断 

・２０日、憲法裁判所は、ヤヌコーヴィチ大統領の訪米が予

定されている４月１１日までに個別議員による与党連合結成

の合憲性を判断の予定。 

・２３日、憲法裁判所は、ヤツェニューク「変化の前線」代表

による憲法第８３条第６項の解釈（個別議員による与党連合

結成の可否）申し立ての審査を開始したと発表。 

・２６日、カテリンチュークＮＵＮＳ議員及びズヴァリチＮＵＮ

Ｓ議員がリトヴィン最高会議議長による前与党連合不在宣言

を不服として訴えていた件に関し、キエフ地方行政裁判所

は、本件が行政裁判所での審理にはなじまないとし、請求

棄却。 

▼新政府人事 

・２０日～２６日、閣僚会議決定による次官人事： 

経済省：ロマニューク第一次官の解任及びバンドゥーロフ第

一次官の任命、労働・社会政策省：ロゼンコ第一次官の解任

及びドロズドヴァ第一次官の任命、法務省：エメリヤーノヴァ

第一次官の任命。 

▼州知事人事 

・２６日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウドヴィチェンコ・ポルタ

ワ州知事、ヴィシヴァニューク・イワノ・フランコフスク州知事、

クリムチューク・ヴォリニ州知事の人事を発表。 

▼その他 

・２３日、グラチ共産党議員は、知事及び政府のポストが共

産党に与えられていないのは、与党連合結成時の約束に

反するとし、共産党の与党連合離脱の可能性を示唆。 

・２４日、ヤツェニューク「変化の前線」代表は、自派のシャド

ーキャビネットには最高会議議員だけでなく、民間人も起用

する考えを表明。 

２．経済 

▼マクロ経済 
・２６日、２月の平均給与額が２％上昇の月１９５５グリブナと

国家統計委員会が発表。 

▼ＩＭＦとの協力 

・２６日、アキーモヴァ大統領府第一副長官発言。 

-ＩＭＦは銀行の資本構成変更とナフトガス分を合わせた

国家予算赤字額６％までを許容と発言したが、財政赤字額

については、まだ議論の余地があり、見直されうる。 

－ウクライナは６月までに５０億ドルの第４トランシェを期

待しており、ＩＭＦとの協力再開後には、２０億ドルに及ぶ世

界銀行及びＥＢＲＤからの融資を期待できる。 

－２０１３年までの継続した協力を期待。 

▼政策 

・２０日、アザーロフ首相は、ヤロシェンコ財務省、ツシュコ経

済政策相、チギプコ副首相及びキエフ市行政府に対しキエ

フ市の２０１０年度予算案を作成するよう要請。 

・２０日、アザーロフ首相は２０１０年度中に増税は実施しな

い、と発言。また、ウクライナは貧困層と富裕層のギャップを

埋めるために中流階級を増やさなければならない、とも発

言。 

・２１日、アザーロフ首相は汚職撲滅が国家及び地方政府の

主要目標であるとし、汚職防止のために「窓口の一本化」を

検討していると発言。なお、チギプコ副首相が登録・免許シ

ステムの単純化及び近代化担当。 

・２１日、閣僚会議はルパルツォフ環境投資庁長官を解任。 

・２２日、クリューエフ第一副首相は、企業に対する税金が軽

減されるべきであると発言。 

・２２日、ヤヌコーヴィチ大統領は、経済改革委員会（アキー

モヴァ大統領府第一副長官がコーディネーター）に対して、

６０日以内（５月２２日まで）に経済改革計画を起案するよう要

請。同経済改革委員会内には、ビジネス環境及び投資環境、

インフラ整備、地方経済発展、国際経済協力、社会制度改

革、改革のための法律支援に関する作業部会が存在。また、

１０日以内に地方政府内に経済改革地域委員会を結成する

ように、地方政府に対しても要請。 

・２２日、ヤヌコーヴィチ大統領は、アザーロフ首相に対し危

機対策計画の策定を要請。 

・２５日、ブロツキー規制政策・企業国家委員会委員長はクリ

ミアにおけるカジノ再開を進めると発言。ウクライナ各地の５

つ星ホテルでのカジノ再開も検討、とも発言。 

▼ＥＵ 

・２２日、フォレ仏大使はウクライナの企業に競争力が十分無

い場合、ウクライナが自由貿易圏への署名に急ぎすぎるべ

きではない、と発言。また、汚職とＶＡＴ未還付がウクライナ

に対する投資の妨げになっている、とも発言。 
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▼ガス問題 

・２０日～２４日、閣僚会議は、ディデンコ・ナフトガス第一副

社長及びグナトゥシェンコ同副社長を解任、トリコリチ同第一

副社長、コルニイチューク同副社長及びシュヴィトコイ同副

社長の新人事を発表。 

・２２日、閣僚会議は、ボリーソフ・ウクルガスヴィドブヴァンニ

ャ社（国内で天然ガス採掘を行うナフトガスの子会社）社長

を任命。 

・２３日、ボイコ燃料エネルギー相及びバクーリン・ナフトガス

社長はモスクワを訪問し、２０１０年第一四半期の天然ガス購

入量状況を協議。ミレル露ガスプロム社長は、第一四半期の

ウクライナのガス購入量が契約を下回っている事を指摘、ナ

フトガスが安定した対欧州トランジットを保証するため購入

量を増やすべきと発言。ボイコ燃料エネルギー相は、ナフト

ガスがガスプロムとの新たな関係に基づく公平かつ互いに

有利なパートナーシップの構築を目指していると発言。 

▼その他 

・２２日、政府はベラルーシ製の自動車タイヤに対する反ダ

ンピング調査を開始。 

３．外政 

▼２５日、アザーロフ首相のモスクワ訪問 
・プーチン露首相と首相会談実施。 

アザーロフ首相発言： 

・ウクライナは国内で活動するロシア企業に対し非友好的な

措置を講じない。 

・個人的には、ガス供給契約はウクライナに不利な内容であ

ると認識。 

・首相会談はオープンかつ建設的であった。二国間関係に

生じた誤解と紛争が二度と繰り返されることはない。 

・ロシアとの協議は始まったばかりであり、一度の会談で全

ての問題が解決された訳ではなく、詳細を語るには時期尚

早。 

プーチン露首相発言： 

・アザーロフ首相が最初の訪問先としてロシアを選んだこと

を、対露関係発展を望むウクライナ新政権の姿勢の現れとし

て高く評価。 

・ガス供給契約はバランスが取れており、公平である。ベラ

ルーシが格安価格でガスを購入しているのは国家連合と関

税同盟に加盟しているからである。 

・国際ガス輸送コンソーシアムに対するロシアの関心は低い

が、建設的な提案がなされるのであれば、コンソーシアムに

資金を提供する用意はある。 

▼２６日、グリシチェンコ外相のＣＩＳ外相会合出席 
・モスクワで開催。 

・ＣＩＳ外務省間協力発展に関する１６の文書に署名。 

▼２３日、対ウクライナ政策の見通しに関するフィーレ

欧州委員（対外関係・欧州近隣国政策担当）発言 
・ＩＭＦとの協力関係が復活する場合、ＥＵは６億１０００万ユ

ーロのマクロ経済支援をする用意がある。 

・ガス分野の改革が行われる場合、ＥＵは前政権と議論した

ガス関連支援を進める。 

・分野ごとの改革が行われる場合、ＥＵは「欧州近隣政策」及

び「東方パートナーシップ」の枠組で技術及び金融支援を

行う用意がある。 

・ウクライナ国内の改革の実施状況によっては、ＥＵは査証

免除に向けたロードマップを提案する用意がある。 

▼２４日、ウクライナ・ＥＵ議会間協力委員会の開催 
・第１４回会合をブリュッセルで開催。ウクライナ側代表はタ

ラシュークＢＹＴ最高会議議員、ＥＵ側代表はコワルＥＵウク

ライナ議会間協力委員会議長。 

・成果として双方は査証免除に向けたロードマップ策定作業

経済の意向を表明。 

▼２２～２４日、リトヴィン最高会議議長のアイルランド

訪問 
・モイラン・アイルランド議長、マーティン外相と会談。 

・アイルランド側関心事項は農業。 

▼２３日、グリシチェンコ外相とミセジニコフ・イスラエ

ル観光相の会談 
・イスラエル側は今年９月を目処に査証を免除する意向を表

明。 

▼その他 

・２４日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナ・露二国間委員

会のウクライナ側参加者の刷新を発表。委員長は大統領、

副委員長にアザーロフ首相、委員にはグリシチェンコ外相、

エジェリ国防相、リョーヴァチキン大統領府長官等を任命。 

４．防衛 

▼海賊被害 

・２３日、ＥＵ対海賊作戦当局は、ソマリアの海賊が貨物船

「フリジア」を拿捕したと発表。本船舶はマルタ船籍でイスラ

エルからタイに肥料を輸送中であり、トルコ人１９名とウクライ

ナ人２名が搭乗。 

・２６日、外務省プレス・サービスは、船舶のオーナーによる

と「フリジア」には１ケ月分の飲料水と３ケ月分の食料がある

と発表。 

▼その他 

・２５日、ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナは既存の安全

保障システムに参加してはならず、新たな欧州安全保障政

策を進展させる議論に積極的に参加しなければならないと

発言。更に、ウクライナは軍事ドクトリンを再考すべきである

とコメント、現実的には職業軍人からなる軍への漸進的な移

行、新たな兵器（第一にミサイル・システム及び防空システ

ム）の開発を意味すると付言。 

・２５日、国防省は、３－４年前に比して若者の兵役希望者数

が増加していると発表。春期徴兵において、１８－２５歳の徴

兵適齢者約４００，０００人の内から２６，０００人を選抜する予

定。 

 

５．二国間関係 
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・２６日、伊澤大使はチギプコ副首相を表敬訪問、ＧＩＳにお

ける協力について確認し、二国間貿易を拡大することへの

期待を表明。チギプコ副首相は金融・投資におけるパート

ナーとして日本との経済関係を発展させることはウクライナ

の外交政策戦略の一つであると発言。 

 

Ｂ．その他の動き 

 

３／２２ （月） 

・ザトゥーリン露国家院議員は、露黒海艦隊がクリミアに留まる

のであれば、ロシアはウクライナ向けのガス価格を引き下げ

る可能性があると発言。 

３／２３ （火） 

・ヤヌコーヴィチ大統領は、２０１０年予算等に関しエジェリ国

防相と会談。ヤヌコーヴィチ大統領は、ウクライナの国際的な

約束は無条件に果たされるべきであると発言。 

３／２４ （水） 

・ヤヌコーヴィチ大統領は、ナチスドイツに対する戦勝６５周

年記念行事に関する大統領令に署名。 

（了） 


